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（別添） 

○ 精神科病院に対する指導監督等の徹底について（平成１０年３月３日 障精第１６号厚生省大臣官房障害保健福祉部精神保健福祉課長通知） 

【新旧対照表】 

（変更点は下線部） 

改  正  後 現      行 

精神科病院に対する指導監督等の徹底について 

 

一部改正 障精発第０９２９００３号 

平成１８年９月２９日 

一部改正 障精発第１２２２００１号 

平成１８年１２月２２日 

一部改正 障精発第０５２６００２号 

平成２０年５月２６日 

一部改正 障精発０３２９第12号 

平成２５年３月２９日 

一部改正 障精発０３１４第１号 

平成２６年３月１４日 

一部改正 障精発０１１３第１号 

令和３年１月１３日 

一部改正 障精発１１２７第７号 

令和５年１１月２７日 

一部改正 障 精 発 0 3 2 6第 ３ 号 

令 和 ８ 年 ３ 月 2 6日 

 

 

 

都道府県 

各      精神保健福祉主管部（局）長 殿 

指定都市 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 

 

 

精神科病院に対する指導監督等の徹底について 

 

一部改正 障精発第０９２９００３号 

平成１８年９月２９日 

一部改正 障精発第１２２２００１号 

平成１８年１２月２２日 

一部改正 障精発第０５２６００２号 

平成２０年５月２６日 

一部改正 障精発０３２９第12号 

平成２５年３月２９日 

一部改正 障精発０３１４第１号 

平成２６年３月１４日 

一部改正 障精発０１１３第１号 

令和３年１月１３日 

一部改正 障精発１１２７第７号 

令和５年１１月２７日 

 

 

 

 

 

都道府県 

各      精神保健福祉主管部（局）長 殿 

指定都市 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 
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１ 実地指導の指導項目について 

（１）～（17） （略） 

（18） 

ア～ウ （略） 

   エ 都道府県知事又は指定都市市長に届出義務のあるものについ

ては、確実に届出がなされているか。さらに、精神保健指定医

又は特定医師の記名が必要な届出について、診療録等と突合

し、当該届出に記名された医師が入院等の判定を行っているこ

とを確認すること。 

１ 実地指導の指導項目について 

（１）～（17） （略） 

 （18） 

ア～ウ （略） 

   エ 都道府県知事又は指定都市市長に届出義務のあるものについ

ては、確実に届出がなされているか。 

 

 

 

 


